
岩手県教育委員会訓令第２号 

事務局  

学校以外の教育機関  

 岩手県教育委員会公文例式規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成22年３月31日 

                                     岩手県教育委員会       

                                            委員長 八重樫   勝  

   岩手県教育委員会公文例式規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会公文例式規程（昭和40年岩手県教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（準用及び読替え） （準用及び読替え） 

第２条 公文例式規程（昭和40年岩手県訓令第６号）第２条、

第３条及び第５条から第11条までの規定は、前条第１号か

ら第８号までの公文の例式及び規則の起案の要領について

準用する。この場合において、同訓令中次の表の左欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第２条 公文例式規程（昭和40年岩手県訓令第６号）第２条、

第３条及び第５条から第11条までの規定は、前条第１号か

ら第８号までの公文の例式及び規則の起案の要領について

準用する。この場合において、同訓令中次の表の左欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

  ［略］     ［略］   

 総務室長  ［略］   法務学事課総括課長  ［略］  

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 
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